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令和５年度 高円寺学園学校開放の見直しについて 

 

 

平素より、杉並区の学校開放事業にご理解・ご協力をいただきありがとうございます。 

高円寺学園の学校開放モデル事業において、令和５年４月利用分から、一部室場の平

日の利用枠を３時間から２時間に変更させていただきました。これに加え、土日祝日に

ついても２時間枠を導入して利用機会を拡大していくことについて、利用者の方からの

ご意見をいただきながら検討を進めていく方針で取り組んできたところです。 

先日実施した２時間枠導入に関する意見募集及び、説明会の開催にあたりましては、

お忙しい中ご協力をいただきありがとうございました。 

皆さまからいただいた貴重なご意見を踏まえて区で検討を行った結果、令和５年度の高円

寺学園学校開放について、下記のとおり見直しを行うこととしました。 

 

記 

 

１ 見直し内容 

（１）土日祝日の２時間枠の導入 

   これまでにいただいたご意見等を踏まえ、更衣の時間を含む利用時間の考え方を

整理したうえで、２時間枠を導入します。 
 

① 対象 

  大アリーナ、小アリーナの土日祝日の利用枠   

※交流ホールについては対象外とします。 

高円寺学園ならではの特質性のある室場であること、少年団体の活動実績が

比較的多いことを踏まえ、時間的ゆとりをもって活動できるスペースと位置

づけました。利用枠設定はこれまで通りとなります。 

 

② 導入時期 

   令和５年６月利用分（令和５年５月１０日抽選申込受付分）から  

   ※導入予定時期を令和５年５月利用分からとお知らせしておりましたが、周知

期間等を考慮し、６月利用分からとしました。 

 

③ 見直し後の各室場の利用枠 

  資料１「高円寺学園利用枠（令和５年６月利用分から）」のとおり 

    ※校庭、会議室については、これまでと変更はありません。 

 

 



（２）利用時間の考え方について（全室場共通） 

   モデル事業のなかで、試行的に２時間枠を導入するにあたり、高円寺学園につい

ては、令和５年４月１日より使用開始と使用終了時間を以下のとおりとします。 

   

     使用開始時 承認された開始時刻の１５分前から入校可能（更衣室利用可能）。 

室場の使用開始は承認された開始時刻から。 

 

    使用終了時 承認時間内で片付け・清掃を終えて室場から退出する。 

          承認時間終了後１５分以内に退門する。 

         ※ただし、夜間最後の利用枠については、２１時までの退門を厳守

してください。施設管理上必要なルールとして、ご協力をお願い

します。 

 

【例１】9：00～11：00の利用枠の場合 

  入校可能時間  8：45～ 

  室場利用開始  9：00～ 

  退門時間   11：15まで 

            

【例２】19：00～21：00の利用枠の場合 

  入校可能時間 18：45～ 

  室場利用開始 19：00～ 

  退門時間   21：00まで【厳守】 

 

  ＜使用開始時の運用ルール＞ 

  〇承認された開始時刻前に他の団体が利用していない場合（室場が空いている場

合）は、開始時刻前１５分間の範囲内で、更衣のほか、室場の基本的準備（※）

を行っていただいてもかまいません。 

（※）室場の基本的準備とは 

ネット・卓球台・バスケットゴール等の設置、得点板の準備などを指します。 

 

〇承認時間前後１５分間の時間には使用料はかかりません。 

承認された開始時刻までは、準備体操を含めて活動を開始しないでください。 

    

  〇平日における少年団体の活動については、児童健全育成の観点から活動開始時

間を早める必要がある場合に、１８時３０分から利用可能とします。 

     （学校支援課学校開放担当へ事前に申出必要） 

 

 

２ 高円寺学園利用上の注意事項について 

  「資料２ 高円寺学園利用上の注意事項について」のとおり 

    

今回の見直し内容も含めた、高円寺学園の利用にあたっての注意事項をまとめまし

た。団体内で周知していただき、今後ともルールを守った活動にご協力いただきま

すよう、よろしくお願いいたします。 

 

３ 問い合わせ先 

   杉並区教育委員会事務局学校支援課学校開放担当 電話 03-5307-0764（直通） 


